
　　　　　　住民票やマイナンバーカードなどへの旧姓併記

プレミアム付商品券の申請

セラトピア土岐の耐震工事

11月5日（火）
スタート

　旧姓（旧
きゅううじ
氏）とは、その人の過去の戸籍上の氏のことで、旧姓を住民票やマイナンバーカードなどに併記すること

によって旧姓が各種証明に使うことができます。

■旧姓を併記するための手続
　住民票に旧姓を記載するための請求手続きが必要です。マイナンバーカードまたは通知カードをお持ちの上、併記
を希望する旧姓が記載された戸籍謄本などから、現在の氏につながるまでの戸籍謄本などを添付し手続きください。

※住民票に旧姓が記載されると、マインバーカードや公的個人認証サービスの電子証明書、印鑑登録証明書にも旧姓
が記載されます。詳しくは問い合わせください。
� 　市民課(内線116)

　10月1日より、市内約170の登録店舗で使用可能なプレミアム付商品券の販売を
開始しています。申請をした方および、子育て世帯の世帯主の方（申請不要）には
9月末に「商品券購入引換券」を送付しています。
　対象者（※）で購入を希望される方のうち、商品券購入引換券交付申請書の提出
がお済みでない方は11月29日（金・当日消印有効）までに提出してください。
　商品券購入引換券交付申請書は7月上旬に対象と思われる方に郵送しております
が、ご不明な点がありましたら問い合わせください。
※平成31年度の住民税非課税者（課税基準日平成31年1月1日）
ただし住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護被保護者などを除く。

プレミアム付商品券
額面500円×10枚綴りの商品券を1セット4000円で販売。市内の郵便局で5セットまで購入できます。

�
　産業振興課（内線321）

　セラトピア土岐大ホールおよび入口ホールの天井耐震工事を令和２年度に実施する予定です。それに伴い、大ホー
ルが使用できなくなります。また、入口ホールでも一部通行ができなくなります。工事の詳細が決まり次第、ホーム
ページなどでお知らせします。ご迷惑をお掛けしますがご協力をお願いします。
� 　産業振興課（内線322）
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